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令
和
３
年
度
の
家
庭
児
童
相
談

員
を
募
集
し
ま
す
。

　

書
類
審
査
、
面
接
を
行
っ
た
う

え
で
、
採
用
を
決
定
し
ま
す
。

期
間

令
和
３
年
４
月
１
日
〜

　
　
　
　
　

令
和
４
年
３
月
31
日

　
　

（
期
間
延
長
も
で
き
ま
す
）

募
集
要
件

次
の
い
ず
れ
か
の
資
格
を
お
持

　

ち
の
方

①
学
校
教
育
法
に
基
づ
く
大
学
に

　

お
い
て
児
童
福
祉
、
社
会
福
祉
、

　

児
童
学
、
心
理
学
、
教
育
学
も

　

し
く
は
社
会
学
を
専
攻
、
卒
業

　

し
た
方

②
医
師

③
社
会
福
祉
主
事
と
し
て
２
年
以

　

上
児
童
福
祉
事
業
に
従
事
し
た
方

④
③
に
準
じ
て
お
り
、
相
談
員
と

令
和
３
年
度
の
家
庭
児
童
相
談
員
を
募
集

令
和
３
年
度
の
家
庭
児
童
相
談
員
を
募
集

　

し
て
必
要
な
学
識
経
験
を
有
す

　

る
方

業
務
内
容

・
家
庭
に
お
け
る
児
童
養
育
に
つ

　

い
て
の
相
談
業
務

・
家
庭
児
童
の
訪
問
指
導
業
務

・
家
庭
児
童
福
祉
の
向
上
を
図
る

　

た
め
の
必
要
な
業
務

勤
務
時
間

　

月
曜
〜
金
曜
日
の
う
ち
週
４
日

　

午
前
９
時
〜
午
後
５
時

給
料　

月
額　

１
８
９
７
８
５
円

※
地
域
手
当
・
期
末
手
当
・
通
勤

手
当
（
２
㎞
以
上
）
な
ど
は
別
途

支
給
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
子
育
て
支
援
課
へ

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
子
育
て
支
援
課

　

☎
４
４
３
‐
１
６
９
３

　

ご
み
の
直
接
搬
入
を
す
る
際
は
、

ご
み
を
分
別
し
て
か
ら
、
指
定
ご

み
袋
に
入
れ
て
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ

ー
へ
搬
入
し
て
く
だ
さ
い
。

搬
入
日
時

12
月
26
日
㈯

　

午
前
９
時
〜
正
午

1212
月月
2626
日
㈯
午
後
も
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
に
直
接
搬
入
で
き
ま
す

日
㈯
午
後
も
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
に
直
接
搬
入
で
き
ま
す

午
後
１
時
〜
４
時
30
分

　

午
後
も
直
接
搬
入
で
き
ま
す
。

※
年
末
は
、
混
雑
が
予
想
さ
れ
ま

す
の
で
、
な
る
べ
く
早
め
の
平
日

に
搬
入
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
ク
リ
ー
ン
推
進
課

　

☎
４
４
３
‐
６
９
３
７

「
障
害
者
週
間
」
は
、
平
成
16

年
６
月
の
障
害
者
基
本
法
の
改
正

に
よ
り
、
国
民
の
間
に
広
く
障
害

者
の
福
祉
に
つ
い
て
の
関
心
と
理

解
を
深
め
る
と
と
も
に
、
障
害
者

が
社
会
、
経
済
、
文
化
そ
の
他
あ

ら
ゆ
る
分
野
の
活
動
に
積
極
的
に

参
加
す
る
意
欲
を
高
め
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
、
従
来
の
「
障
害
者

の
日
」（
12
月
９
日
）
に
代
わ
る

も
の
と
し
て
設
定
さ
れ
ま
し
た
。

「
障
害
者
週
間
」
の
期
間
は
、

毎
年
12
月
３
日
〜
９
日
の
１
週
間

で
す
。

　

こ
の
機
会
に
、
障
害
者
の
福
祉

に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。

問
障
が
い
福
祉
課

　

☎
４
４
３
‐
１
６
４
９

障
害
者
週
間
を
知
っ
て
い
ま
す
か

障
害
者
週
間
を
知
っ
て
い
ま
す
か

12
月
５
日
㈯
〜
25
日
㈮
の
期
間

で
展
示
を
予
定
し
て
お
り
ま
し
た

「
第
10
回
あ
す
へ
の
灯
火
〜
夢
・

希
望
の
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
ツ
リ
ー
」

は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

拡
大
防
止
の
た
め
、
中
止
と
な
り

ま
し
た
。

第第
1010
回
あ
す
へ
の
灯
火
〜
夢
・
希
望
の

回
あ
す
へ
の
灯
火
〜
夢
・
希
望
の

　
　
　
　

ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
ツ
リ

　
　
　
　

ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
ツ
リ
ー
の
開
催
を
中
止

ー
の
開
催
を
中
止

　

楽
し
み
に
さ
れ
て
い
た
方
に
、

お
詫
び
す
る
と
と
も
に
、
関
係
者

な
ら
び
に
市
民
の
皆
さ
ま
に
は
、

ご
理
解
・
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。

問
社
会
教
育
課

　

☎
４
４
３
‐
１
４
６
４

時
12
月
19
日
㈯

　

午
前
10
時
〜
正
午

（
受
付　

午
前
９
時
30
分
〜
）

場
中
央
公
民
館

内
講
演
「
国
際
交
流
と
野
球
」

　

国
際
交
流
協
会
設
立
会
議

　
　

代
表　

吉
田　

昌
弘
氏

講
演
「
ブ
ー
タ
ン
と
人
間
の
幸
せ
」

　
　

千
葉
県
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
シ
ニ
ア

　
　

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
会

　
　

会
長　

三
輪　

達
雄
氏

定
20
人
（
先
着
順
）

費
無
料

申
住
所
、
氏
名
、
連
絡
先
を
電
話

　

・
Ｆ
Ａ
Ｘ
・
Ｅ
メ
ー
ル
の
い
ず

　

れ
か
で
企
画
政
策
課
に
申
し
込
み
。

※
マ
ス
ク
着
用
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
企
画
政
策
課

　

☎
４
４
３
‐
１
１
１
４

　
　

４
４
４
‐
０
８
１
５

　
　

kikaku@city.yachimata.lg.jp

国
際
交
流
協
会
設
立
に
向
け
た
国
際
理
解
講
座

国
際
交
流
協
会
設
立
に
向
け
た
国
際
理
解
講
座

重複受診とは
　同じ病気で複数の医療機関を受診することです。
頻回受診とは
　同じ病気で同じ医療機関を受診する回数が過度に多いことです。 
　重複受診・頻回受診でさまざまな支障や影響をおこす可能性があ
ります。　
◯体に負担がかかります
　同じような検査や処置が行われ、さらに投薬や注射などを繰り返
　えすことで、体への負担や副作用などの恐れがあります。また、
　医療機関を変えている間に病状が悪化してしまう場合があります。
◯急病患者の治療に支障がでます
　医療機関での治療時間が増え、救急搬送や急病人の治療に支障を
　きたす恐れがあります。
◯医療費がかかります
　重複受診では、その都度「初診料」を支払い、同じような検査や
　処置でも医療費を支払うことになり、頻回受診では、その都度「再
　診料」を支払い、医療費を多く支払うことになります。また、紹
　介状なしに医療機関を変更して受診すると、別途負担の請求があ
　る場合があります。　 
◯国民健康保険税に影響がでます
　医療費は、皆さまが納付する国民健康保険税や自己負担でまかな
　われます。そのため医療費が増えると保険財政が圧迫され、税額
　を引き上げることになります。
重複受診・頻回受診を防ぐ方法
◯かかりつけ医を決めましょう
　かかりつけ医とは、まず相談する身近なお医者さんです。必要に
　応じて専門医を紹介してもらうこともできます。
◯医師を信頼し指示を守りましょう
　自己判断で服薬量を変えたり飲むのをやめたり、通院をやめたり
　せず、医師を信頼し指示を守りましょう。
◯医療機関を変更するときは紹介状をもらいましょう
◯体調が悪くないまたは悪化していないのに頻繁に受診するのはや
　めましょう
◯気になることは納得いくまで医師の説明を受けましょう
◯医療費通知や領収書を確認しましょう
　医療機関窓口で支払うのは医療費の一部で、医療費通知や領収書
　を見ると実際の総額がわかります。コスト意識が高まり、受診を
　見直すきっかけになります。
◯年に１回の特定健診を受けて健康管理をしましょう
　健診で病気を早期発見できれば、受診回数も少なく治療ができま
　す。健診結果から生活習慣を見直し、健康管理を行いましょう。

　国民健康保険で診療を受けた時に、医療機関へ支払われる医療費
は、皆さんが負担された保険税と国や県からの補助金などによって
まかなわれています。国民健康保険の制度をご理解いただき、被保
険者の皆さん、一人ひとりが健康管理に心がけ、同じ病気やけがで
複数の医療機関にかかる「重複受診」や、同じ月内に繰り返しかか
る「頻回受診」を見直し、適正な保険診療にご協力をお願いします。
　該当の方には、通知をしています。また、受診状況など詳しくお
伺いすることもありますので、ご理解・ご協力をお願いします。
問国保年金課　☎４４３－１１３９

重複受診とは

重複・頻回受診はやめましょう重複・頻回受診はやめましょう

　

☎
４
４
３
‐
１
６
４
９

　

☎
４
４
３
‐
１
６
４
９

　

☎
４
４
３
‐
１
６
４
９

問

問

問問

時場内

定費申問
Eメール FAX

問

問
い
合
わ
せ

問

日
時

時

会
場

場

内
容

内

対
象

対

定
員

定

費
用

費

申
し
込
み

申

締
め
切
り

〆

記
号
の
見
方

持
ち
物

持

４
４
４
‐
０
８
１
５


